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[第２日目]  

１ 日 時        令和２年３月１９日（木曜日） 
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７  会議の概要  

委員長    ただいまから、総務文教委員会を開きます。 

これより、議会事務局所管分に入ります。 

本委員会に付託されました議案及び議決不要

の報告案件はありませんので、この際、何か

質問はありませんか。 

久保委員   令和２年度予算案を今、分科会で審査したわ

けですが、最近、調査活動をしている中で、

どうしても当局のことに対して、例えば法的

な視点でどうなのかというアドバイスを頂き

たいなと思ったときに、市の法務専門監は当

然市の当局側の方なので、利益相反であると

言って踏み込んだことに対しては答えられな

いケースが多々あります。  

その際に、事前に申請をして調査をしていく

ということも、もちろんそれはそれでいいの

ですが、今後、やはり議会として法務専門監

のような法律の専門家を置くという契機が出

てきているのかなというふうに思っています

ので、来年度はそういった要望がどの程度あ

るのかということを、議会事務局として注視

していただいて、来年度ではなく、さらにそ

の次年度に向けて、必要であれば予算要求を

していただきたいと思います。  
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このことに関して、議会事務局長の御意見を

伺いたいと思います。 

議会事務局長 確かに、法令等の解釈ですとか、それにまつ

わる執行機関の問題点など、たくさんあると

思います。 

今ほどおっしゃいました法務専門監の利益相

反になる部分については、市長の専権事項で

ある財務みたいなものが考えられるわけです

けれども、それ以外のものについては、さほ

ど心配する必要がないという点が１点。 

それと、ほかに顧問弁護士という方が２人お

りまして、この方については市の全般にわた

っての相談を受けられますので、利益相反と

いうことはまずあまり考えなくてもいいとい

うことがあります。 

ただ、それぞれ手続が必要で、急な質問など

にはなかなか答えられないということがあり

ますので、今おっしゃった趣旨は事務局とし

ても注視しながら、必要に応じて、また十分

検討していきたいというふうに思っておりま

す。  

委員長    ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、総務文教委員会議会事務局所管分を

終了いたします。  

午前１０時０８分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時１２分  再開  

委員長    これより、総務文教委員会監査委員事務局所

管分に入ります。  

本委員会に付託されました議案及び議決不要

の報告案件はありませんので、この際、何か

質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、総務文教委員会監査委員事務局所管

分を終了いたします。 

午前１０時１３分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時２２分  再開  

委員長    これより、総務文教委員会選挙管理委員会事

務局所管分に入ります。 
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本委員会に付託されました議案及び議決不要

の報告案件はありませんので、この際、何か

質問はありませんか。 

久保委員   昨日の夕方、ＫＮＢのニュースを見て大変驚

きました。今朝の新聞にも載っていたわけな

のですけれども、３年前の市議会議員選挙の

収支報告書について、今年になってから新た

に提出されたということなのですが、その経

緯について説明をお願いします。  

選挙管理委員会 それでは、申し上げます。  

事務局次長  昨年１２月頃、閲覧者より事務局に対しまし 

 て、一部候補者に未報告の部分があるのでは

ないかとの問いかけがあり、その点につきま

して該当の候補者にお伝えいたしました。 

その際、報告されていないものがあれば報告

されるようにお伝えしまして、当該候補者側

で確認され、今回の提出に至ったものであり

ます。 

久保委員   新たな提出内容  大分あると思うのですが、

その内容と金額について、概要を説明してく

ださい。 
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選挙管理委員会 内容といたしましては、費目では家屋費、そ 

事務局次長  れから調査費、印刷費、広告費などにつきま 

 して、４名からそれぞれ提出がなされたとこ

ろでございます。  

それぞれの額につきましては  お名前をその

まま申し上げます  赤星候補からは２回ござ

いましたが、総額で１２３万７，０６７円、

小西候補から５０万６，３６２円、中山候補

から４７万８，９４５円、吉田候補から２５

万５，００５円の修正、報告が上がってまい

りました。 

久保委員   私たちが政治家を志して議員になろうとした

ときに、最初に守らないといけないルールと

いうのが公職選挙法であり政治資金規正法で

あるというふうに思っています。  

当然、選挙はルールにのっとって、候補者の

皆さんが公明正大に意見を市民の皆さんにぶ

つけて投票していただくと。それにどんな費

用を使ったのかということは、当然ながら候

補者になる上で  議員になる以前です。候補

者になる以前に当然守らなければならないこ

とだと私は思っています。  

その中で、今聞く限り、費目も考えられない

ような費目で、金額もちょっと、びっくりす

るような金額なのですけれども、実際の支出
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の部分、選挙公営のポスター印刷代を除いた

選挙費用の一体何％ぐらいに当たるのか、御

説明をお願いします。 

選挙管理委員会 それぞれ候補者ごとに申し上げます。 

事務局次長  収支報告のポスター印刷分を除いた総額で、

今回の報告分の占める割合ということで申し

上げますが、赤星候補が８８．０２％、小西

候補が５１．６８％、中山候補が３６．３

８％、吉田候補が４２．２３％という割合に

なってございます。 

久保委員   ただただもう残念としか言いようがないので

す。８８％といったら、選挙にかかった９割

近くを報告しなかったと。私はこれは大変な

問題だというふうに思います。  

これは今、選挙から３年たってからの報告と

いうか、提出ということになりますが、この

こと自体は公職選挙法に抵触しないのか、お

伺いします。 

選挙管理委員会 まず、収支報告書の在り方について先に説明 

事務局次長  させていただきます。収支報告書の提出につ

きましては、公職選挙法第１８９条に出納責

任者の責務として、選挙の期日から１５日以

内に提出しなければならないということで規
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定されております。 

また、精算届出後になされた寄附や収入、支

出などにつきましては、それがなされた日か

ら７日以内にと規定されております。  

その中で、収支報告書の受理、それから追完

の考え方についてでございますが、所定の様

式により当該書類が完備されているかどうか

を形式的に審査し、多少不備な点があったと

しても受理を拒否することなく、受理後に審

査をなし、追完を認めることとして、一応受

理することが適当であろう  これは逐条解説

に記載されていることでございますが  とい

うことでございます。 

３年近く経過した、その後における提出につ

きましては、特段の明文規定が見当たらない

中で、今回の指摘により確認され、あった事

実について、報告のため提出されたものであ

れば、それを受理することになるということ

でございます。  

もしそれが、公職選挙法でいうところの第２

４６条の１号から９号までの各号の規定に違

反する事実があれば、法に抵触するものとい

うふうに考えております。  

久保委員   当然ながら私も立候補して選挙をやったわけ

です。出納責任者と意思疎通をしながら、選
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挙後に支出があった場合には７日以内という

ルールを守ろうと  これは当然のことなので

すが、それが７日を過ぎてもされず、３年た

って指摘をされてから提出なされたと。 

法に抵触する可能性があるというふうに、私

も今、説明を受けて解釈しましたが、先ほど

言われた規定に抵触する場合、これは誰が対

象で、どの程度の罰則があるのかお聞かせく

ださい。 

選挙管理委員会 この規定につきましては、公職選挙法第２４ 

事務局次長  ６条におきまして、選挙運動に関する収入及

び支出の規制違反について規定しているもの

でありますが、当該報告書に虚偽の記入をし

たとき、それから報告書もしくはこれに添付

すべき書面の提出をせず、またはこれに虚偽

の記入をしたとき、選挙管理委員会からの報

告もしくは資料の提出を拒み、または虚偽の

報告もしくは資料を提出したときなどの行為

をした者につきましては、３年以下の禁錮ま

たは５０万円以下の罰金に処せられるとされ

ております。 

久保委員   委員の皆さんも、これを聞かれてどう思われ

るかと思うのですが、対象は出納責任者であ

るということ……  
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（「出納責任者でございます」と発言する者

あり） 

久保委員   重要なこととして、虚偽  故意の場合と過失

の場合があるかと思います。 

過失と一言に言っても、重過失、つまりちょ

っと気をつければ予見できて、そういう自体

にはならなかっただろうという、これは重過

失ですね。過失というのは、重過失ほど明確

ではないけれども、ミスが生じたということ

なのだろうと私なりに解釈しています。 

一部報道の中で、記載ミスがあったというこ

とは、自民党会派の議員も言われたわけなの

ですが、人がやるものですから、例えば日付

を間違えたとか、領収書が１枚抜けていたと、

例えばこの程度であれば過失の範囲であり、

適切に収支報告書を訂正されればそれでいい

のだろうと思いますけれども、９割にも上る、

もしくは選挙で当たり前に使う、誰もが分か

っているような選挙費用を計上しないという

のは、個人的には悪質なのではないかなと。  

ただ、選挙管理委員会の皆さんは、それを判

断する立場にはないと思いますので、これは

市民の皆さんにしっかりと判断をしていただ

いて  私は政治家を志す上で、あってはなら

ないことだというふうに思っています。 
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ちなみに、この提出が３年かかった理由につ

いて、選挙管理委員会は当事者から何かお聞

きになっていることはありますか。 

選挙管理委員会 直接具体的にということではございませんが、 

事務局次長  今回の提出に当たり、提出された方の受け答

え、それから対応の中で、報告に当たっての

認識不足による勘違いだったものという印象

を受けているところでございます。 

久保委員   ここですよ。認識不足で、勘違いで、僕らは

それが許されるのですか。選挙というルール

を守っていく側の立場として、これはもう何

とも言えない、言葉を選ばないとしゃべられ

ないというくらいに大変なことだ思っていま

す。  

これが認識できないのだったら、選挙に立候

補する資格はないと私は思いますし、その選

挙を経て議員になっておられる方がいらっし

ゃるのだとしたら、しっかりと襟を正して進

退を考えていただかないといけないなという

ふうに私は思うのです。 

選挙をやっていますと、候補者が、例えば電

気代を支払ったりとか家屋費を支払ったりす

ることもあります。契約者が候補者になって

いることもありますので。  
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例えば、今回のケースでいうと、出納責任者

の手元に領収書が全部そろっていて、出納責

任者がその報告を怠ったというケースと、も

う１つは、候補者もしくは支出をした者が出

納責任者に一切その支出を伝えていない  そ

の場合は、出納責任者は支出を知るすべがあ

りませんから、当然記載ができないことにな

ります。 

後者の場合は、公職選挙法に抵触するのかし

ないのか、お伺いします。  

選挙管理委員会 繰り返しますが、公職選挙法第２４６条、こ 

事務局次長  れは、選挙運動に関する収入及び支出の規制

違反についてでございます。第１８５条の会

計帳簿の備え付け及び記載に基づき作成した

会計帳簿、第１８８条に基づく領収書等の徴

収及び送付ということが規定されておりまし

て、第１８９条のほうでは、選挙運動に関す

る収入及び支出の報告書の提出、こういった

ものが規定されており、それに基づき報告書

として提出されるもので、これに違反して一

定の事項を記載せず、もしくは虚偽の記載を

したと認められる場合等は、本法に抵触する

おそれがあるというふうに思われます。 

久保委員   抵触する場合、そもそも罰則規定があるのか、
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またその対象は、今回の場合でいうと、先ほ

ど言った、候補者が支出をしたけれども領収

書等を出納責任者に渡していなかった場合、

罰則の対象は誰になるのかお伺いします。 

選挙管理委員会 公職選挙法第２４６条５の２には、第１８９ 

事務局次長  条第１項の規定に違反して報告書もしくはこ

れに添付すべき書類の提出をせず、またはこ

れに虚偽の記入をしたときと認められたとき

は、３年以下の禁錮または５０万円以上の罰

金に処せられると規定されております。 

公職選挙法第１８８条の規定に違反して領収

書などを徴収しなかった者、または徴した領

収書などを出納責任者に送付しなかった者が

対象となります。  

久保委員   もしこういう事実があったら、候補者そのも

のに禁錮刑が課せられる可能性があるという

ことになっていきます。 

しっかりと説明責任を早急に果たしていただ

いて、どういう状況だったのか明確にしてい

ただかないと、これは大変なことだなという

ふうに思っています。 

出納責任者の責任だけにできない可能性があ

るということが今ここで分かったわけですか

ら、公職の立場である人はしっかりと説明を
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していただかなければと。  

次にお伺いするのは、今回、市民から指摘が

あって調査を行ったということなのですが、

調査は誰に対して行ったと認識すればよろし

いですか。 

選挙管理委員会 選挙管理委員会では情報提供に基づき、該当 

事務局次長  の候補者に対しまして、直接問合せをさせて

いただきました。  

久保委員   該当となる候補者ということですので、それ

について、もしも  そんなことはないと思う

のですが、一部、収入の部において、政党支

部からの支出と相違があるというような報道

もなされていました。 

万が一ですが、今新たに市の選挙管理委員会

に提出した収支報告書に、事実と異なるもの

があった場合、これは公職選挙法に抵触する

のかお伺いします。 

選挙管理委員会 公職選挙法第１９３条の規定による、選挙管 

事務局次長  理委員会からの報告もしくは資料の提出を拒

み、または虚偽の報告もしくは資料の提出を

したときと認められる場合には、法に抵触す

るおそれがあるものと思われます。 



14

久保委員   その場合、法に抵触するということなのです

が、罰則規定があるのか、また罰則規定があ

る場合は対象は誰になるのか、お伺いします。  

選挙管理委員会 公職選挙法第２４６条９号で、今申しました  

事務局次長  第１９３条の規定による報告もしくは資料の

提出を拒み、または虚偽の報告もしくは資料

の提出をしたときと認められたときは、３年

以下の禁錮または５０万円以下の罰金に処せ

られます。対象となるのは、同法第２４６条

でその行為をした者となっており、この報告

または資料の提出を拒んだ者は、何人たりと

も問わず、本条による処罰される対象となる

となっております。 

なお、虚偽の報告または資料の提出をした者

も同様に処罰されます。 

久保委員   ということであれば、調査は候補者に対して

行って、資料の提出は候補者が行ったという

認識でまずよろしいでしょうか。  

もう一度言いましょうか。  

 （「はい」と発言する者あり）  

久保委員   市の選挙管理委員会は、出納責任者ではなく

候補者に対して調査を行い、提出は当該候補
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者が行ったという認識でよろしいでしょうか。  

選挙管理委員会 私どもは、該当の候補者にお伝えいたしまし 

事務局次長  て、候補者のほうから報告があったものでご

ざいます。 

久保委員   これは本当に重大なことだと思っています。 

その方かどうか分かりませんが、共産党であ

ることは明確でして、共産党の議員は過去に

本会議の場で、二度と不正のない、市民から

信頼がされる議会に改革することをここに誓

いますと誓い、不正を行った議員は自ら名乗

り出て潔く辞職することを強く求めますと。  

木下議員に関しては、罰金刑であっても辞職

勧告を重ねてきているわけです。  

私たちは議会として、今本当に岐路に立たさ

れていると思っています。これは総務文教委

員会を超えて、議員それぞれが、まず個々の

襟を正しながら、この事実についてはしっか

りとした説明責任をしかるべき場所でやって

いただきたいなというふうに思っております。  

真実をもって宣誓をした上で提出をしている

書類について、今回のようなケースがありま

した。選挙管理委員会の皆さんにおかれては、

どこまで踏み込んで調査されるかというのは

大変難しい判断だったと思いますが、今後も、
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来年には市議会議員の選挙がありますので、

それに向けてまた一段と啓発をしていってい

ただきたいと思うのですが、その意気込みを

局長から一言頂けますでしょうか。 

選挙管理委員会 久保委員のおっしゃるとおりでございまして、 

事務局長   公職の候補者たる者には、当然、公職選挙法

をよく読んで、理解していただきたいと思う

のは、それはまず第１だと思っております。

私どもといたしましても、認識不足ですとか

知らなかったとか、そういったことがないよ

うに、「候補者のしおり」という冊子を作っ

てお渡ししているのですが、いま一度、もう

少し分かりやすくできるところがあるのでは

ないかということも含めて、見直していく必

要もあるのかなと思っております。 

何しろ、出納責任者が間違いありませんとい

うことでお出ししてもらっているものを、性

善説ではございませんが、最初から疑うとい

うことは、当然私どもも思っていないわけで

す。ましてや、最初は１５日以内に出しても

らうということで、市議会議員の立候補者は、

前回は五十数人でしたか、その中でも後半の

ほうに集中する届出の書類を私どもがどこま

で見られるかというのもあるので、そのあた

りも工夫して、より間違いのないものを出し
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てもらうようにしようと思っております。 

上野委員   １点、確認をさせていただきたいのですけれ

ども、先ほどの説明の中で、多少不備があっ

ても受理をするといった発言があったかと思

います。今、局長も言っておられましたけれ

ども、受理をされる時点で虚偽であるかどう

かということについて、選挙管理委員会は判

断する立場にはないということでよろしいで

しょうか。 

選挙管理委員会 多少の不備といいますのは、例えば縦計、横 

事務局長   計が合わなかったりですとか、記載漏れとい

いますか、領収書があるのに表に転記がなか

ったりとか  それが多少かどうかということ

もあるかと思いますが、何せ１５日以内に提

出してもらうという大前提で、それが１５日

を過ぎると処罰の対象になりますから、そこ

については一旦受けてから修正してもらうと。  

ですので、そこに虚偽とかそういうことでは

なくて、あくまで記載上の軽微なミスと、そ

の内容については、例えば計算誤り、転記誤

り、そういったものだと思っていただければ

いいと思います。  

赤星委員   ただいまの件で、厳しい御批判は当然のこと
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だと思います。大変御心配、お騒がせしまし

て申し訳ないと思っております。  

これについての説明責任は、また別の場でき

ちっと果たさせていただきたいと思っており

ますが、私どもは意図して隠していたとか、

虚偽の報告をしたとか、公金を搾取したとか、

決してそういうことはございません。この点

だけは御理解いただけるように努力をしてま

いりたいと思います。 

そして、今後このようなことは決してないよ

うに気をつけてまいりたいと思っております。  

そのことだけは言わせていただきました。失

礼しました。 

久保委員   委員会は謝罪を受ける場でもありませんし、

起こったことに対して、まずは責任を果たし

ていただくことが先決だと思います。  

ここで謝ったというふうな、議会に対して謝

罪をしたというふうな認識を持たれると大変

困りますので、それは意見として伺いますが、

委員会の総意として、発言の趣旨を全て認め

たということではないということを委員長は

しっかりと御理解をいただきたいと思います。  

委員長    はい。  

ほかにありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、総務文教委員会選挙管理委員会事務

局所管分を終了いたします。 

午前１０時４６分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  １時２６分  再開  

委員長    それでは、皆さんおそろいですので、休憩前

に引き続き委員会を開きます。  

これより企画管理部所管分の議案の審査を行

います。 

議案第２２号  富山市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例制定の件、 

議案第２３号  富山市証人等の実費弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定の件、 

議案第２４号  富山市の議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例制定の件、  

議案第２５号  富山市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定の件、 

議案第２６号  富山市特別職の指定等に関す
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る条例及び富山市特別職の職員の退職手当支

給条例の一部を改正する条例制定の件、 

議案第５０号  富山地区広域圏事務組合規約

の変更に関する件、 

以上６件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

職員課長   〔議案第２２号について、 

 議案第２３号について、 

 議案第２４号について、 

 議案第２５号について、 

 議案第２６号について、 

 議案概要書により説明〕 

企画調整課長 〔議案第５０号について、  

 議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第２２号から議案第２６号ま

で、議案第５０号、以上６件を一括して討論
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に入ります。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２２号から議案第２６号、

議案第５０号、以上６件を一括して採決いた

します。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は、原案可決されました。 

以上で、企画管理部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、 

令和２年４月行政組織の一部改正について、  

第２期富山市まち・ひと・しごと総合戦略に

ついて、 

大沢野・大山地域公共施設複合化事業（リー

ディングプロジェクト）について、 

地域別実行計画の策定について、  

補助金等交付の適正化について、  
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以上５件を一括して、順次、当局の報告を求

めます。 

行政経営課長 〔令和２年４月行政組織の一部改正について、  

 議案説明資料により説明〕 

企画調整課長 〔第２期富山市まち・ひと・しごと総合戦略

について、 

 委員会資料により説明〕 

行政経営課長 〔大沢野・大山地域公共施設複合化事業（リ

ーディングプロジェクト）について、  

 地域別実行計画の策定について、  

 補助金等交付の適正化について、  

 委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

横野委員   先ほどの分科会での議案質疑のときにもあり

ました大沢野地域、大山地域の公共施設複合

化の件について、大山の土地、こういう配置

図が今、報告案件で出てきたのですけれども、

例えば地域との話合い  分科会で久保委員か

らも話がありましたけれども、地域の意見を

どの程度尊重しているかということについて、
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この辺はどうなのですか。  

行政経営課長 地域別実行計画策定後、民間業者へのヒアリ

ングを１１月頃までずっと行っていたわけで

ありますけれども、その間も７月には出前講

座を開くなど、１１月には自治振興会の代表

の方とお話しし、１月にもお話ししておりま

す。  

その後も、２月２７日に大山地域の自治振興

会からは要望書も頂いておりますので、そう

いうような形で話合いをしてきたということ

でございます。  

横野委員   その辺りということと、例えば大沢野では、

建て直すときは旧の建物を直しながらだけれ

ども、大山の場合は、現状、ここに施設があ

りますよね。こういったものを、例えば今壊

しながらという  これは計画案ですが、実施

設計が出てくるのはいつ頃になる予定ですか。  

行政経営課長 まず、ＰＦＩ方式でやるということを、実施

方針とか要求水準書とか、そういうもので決

定してやっていく  公募をし始めるのは７月

以降になりますので、設計というのは、それ

こそ令和３年度以降でないと入りません。来

年度は、先ほど申し上げましたように事業者
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の公募ということですので、設計については

令和３年度以降になります。 

横野委員   今ここに出ている案は、これは１つの目安で

すよね。これが決定という形で進むのですか。  

行政経営課長 もちろんイメージ図ということであります。

公共施設再編、それと大山地域と大沢野地域

につきましては、旧の行政サービスセンター

の周りに複合化すべき、そういう施設がたく

さん集中していたということから建物を新設

することになりましたけれども、そういう中

で……。 

横野委員   もう１点、概算整備費で１５億円とか２３億

円という数字が出ていますけれども、これは

あくまでも予測ですよね。これ以上の金額を

使うことは可能なのでしょうか。  

行政経営課長 今は、平米当たりの単価に面積を掛けたとい

うような概算で計上しているので、これが最

終ということではありません。  

横野委員   先般、泉議員の一般質問で企画管理部長が答

えていたので、ある程度の認識は分かるので

すけれども、よくよく考えてみると、やはり
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何か狭く感じるような、駐車台数が取れない

ような気がするので、地域の意見をもう少し

聞いてやっていただきたいと。周りで用地買

収できるところがあるなら、その辺りも何と

かしていただいて、もう少し広げられないか

ということを検討材料としてお願いしたいと

思います。 

今は報告案件ですので、今度予算案件として

出てきたときには、もっと内容を詰めていき

たいと思いますけれども、一応これで了解し

ました。 

久保委員   関連してお伺いをしたいと思います。 

ある地元の方からは、今の大山地域の複合施

設の予定地の上滝線を挟んで反対側、ここに

大変広い土地があるではないかと、こちらの

ほうで建て替えをしてほしいというような御

意見があったと聞いていますが、今の時点で、

そちらではなくて北側で予定をしているとい

うのは、何か理由があるのでしょうか。 

行政経営課長 これも本会議でもお答えしているところであ

りますけれども、まず先ほども申しましたよ

うに、昨年の５月以降、民間の事業者とサウ

ンディングで協議を重ねてまいりました。 

地域別実行計画のときには、商業機能ですと
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か、そういうものを含めてまちの活性化、活

力を向上させると、そういう形で検討してい

たのですけれども、サウンディングの結果、

この状況では民間事業者の進出が厳しいとい

うことになったものです。そうであれば、南

側というのは土砂災害の警戒、地滑りのイエ

ローゾーンになっているということもあり、

災害が起こるリスクということを考えますと、

リスクは最小限に減らしておいたほうがいい

ということもありまして、北側で整備するこ

とを考えたわけであります。 

久保委員   土砂災害のイエローゾーンというのは、特段

何か擁壁等を造らないと建設できないとか、

そこまでの要件ではないというふうに思って

います。 

そういった中で、北側に建設する際には、地

域の方の要望であるとか駐車場の確保など、

いろいろな角度から見ると、地域とのコミュ

ニケーションをさらに深化していかないと難

しい側面が出てくるのではないかなと思って

います。 

さらに、これは建て替えの間、複合施設、解

体をしてその場所に建て替えられることにな

ると思うのですが、そうなってくると、集会

所が足りない、そこで今まで集会していたも
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のができなくなるというような地域の声も聞

こえてきたわけなのですが、それについては

どのような認識でいらっしゃいますか。 

行政経営課長 今の地域市民センターの４階にホールがある

のですけれども、その利用実態としては、全

体の７割が５０人未満の催しとなっています。

１００人を超える規模の催しは、平成３０年

度で年９回、５０人を超える規模の催しは３

５回ということでありました。  

大山地域内のほかの４つのコミュニティセン

ターの稼働率等を見ますと、踏切の横にある

上滝地区で１０．５％、大庄地区で２３．

６％、小見地区で６．８％、福沢地区で１２．

６％ということでありまして、建設にかかる

２年ちょっとの間は、そういうようなところ

を代替として使っていただきたいと。  

例えば大庄地区のホール、あるいは小見地区

のホールＡ、Ｂ、福沢のホール１から３など

が代替可能な候補だと考えておりますので、

そういうようなことを含めて地元の方に御提

案と御説明をさせていただきたいと考えてお

ります。 

久保委員   どうしても、こういった建て替えをしていく

ときには、地元の方が不便に感じることは増
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えてくるのだろうと思います。  

今言われた数値からだけではなかなかはかれ

ない地域の感情というものもあるだろうと。

例えば、要は稼働率は低いけれども、ニーズ

が同じ時期に固まっているために、ほかのも

のが犠牲になるとか、できなくなるとか、い

ろいろなことが考えられますので、ここは少

し丁寧に、さらにこの地域でどのような会合

があって、それは代替がどの程度できるのか

ということも、少し地域の皆さんとコミュニ

ケーションを  少しというか、きちんと取っ

ていただきながら、地域の方に納得をしてい

っていただきたいなと思います。これは要望

です。 

さらに、先ほど横野委員からもありました整

備費についてですが、先日、県のほうに確認

しました。上滝地区のこの当該箇所は辺地で

はないのですが、辺地債を使おうと思ったら、

例えば小見地区であったりとか福沢地区など、

いわゆる近隣の辺地を含む、そういった機能

を含むことで、一部辺地債を流用することが

できるという見解を県の担当者の方が述べら

れていました。  

ですので、市としては厳しい財政状況の中で

施設を造ると。特に、ここに関しては辺地の

方の期待も大変大きいわけですし、辺地の皆
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さんの思いを少しでも多く実現するためには、

こういった財源についても、今後、建設費を

想定していく中で少し検討していただきたい

と思いますが、それについて課長の答弁を頂

いてもよろしいですか。 

企画調整課長 辺地債の活用ということでよろしかったでし

ょうか。 

（「はい」と発言する者あり）  

企画調整課長 私どもが辺地計画を立てている部署でありま

すけれども、まず辺地債の根拠となる法律が

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律という法律で

ございます。 

この中では、格差の是正を図るために公共施

設の総合的な整備に係る財政上の計画を立て

るとされておりまして、その中で、地方債と

いうことで、その計画に基づくものについて

は辺地債が充てられますよということであり

ます。 

一方で、辺地債の起債をするためには、県な

り国と協議をして同意を得るという必要があ

ります。そこで辺地債の条件を考えますと、

まずこの地域は、割合、辺地ではないという
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意味で辺地債は充てられないということが１

つあります。 

それともう１つ、多分おっしゃるのは、辺地

の区域外に何か設置してもいいのかというこ

とで、小見地区などは辺地ですので、その区

域外の施設としてここに起債を充てられない

かということだと思うのですが、その場合、

辺地の方の利便に資するものであるかという

判断が必要となります。 

例えば、小見地区の方が半分以上この施設を

使われるとか、そういう要件が必要となって

まいりますので、それがクリアできなければ

県なりの同意が取れないということになって

まいります。 

その辺ができるかどうかというのは、やはり

県と協議しながら決めないといけないので、

今すぐそれができるできないとまでは言えな

いところではありますけれども、検討はでき

るかと思います。  

久保委員   私も今ここで結論が出るとはもちろん思って

いません。相手のあることですので、県との

協議もしていっていただければというふうに

思っています。  

これだけ異常気象が続いてますから、地滑り

があって小見地区が孤立した場合、例えばヘ
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リコプターなどで移送されてきて一時的に避

難されることもあり得るかもしれないですし、

雪がたくさん降って、なかなか小見地区のほ

うに入っていけないような状況になってきた

ときに、小見地区の方、辺地にいらっしゃる

方がそこの施設を避難所として使うことも十

分に考えられるわけです。  

理屈は皆さんに考えていただくとして、まず

はしっかりと有利な財源を使って、特にこの

地域の皆さんにとって少しでも付加価値の高

い、満足していただける施設にしていただき

たいと思います。県との協議はしっかりと、

仲よくやっていただきたいなというふうに思

いますので、どうかよろしくお願いします。  

有澤委員   今いろいろと久保委員なり横野委員の話を聞

いておりまして、ここに出てきた素案、旧大

山町の複合施設については、当然民間事業者

へのヒアリング調査を経てということがある

わけですが、これまで地元の方々とワークシ

ョップを何回も重ねられて、当然地元の要望

も含めての素案だというふうに理解するので

すが、それでよろしいですか。  

行政経営課長 地域別実行計画でまとめた施設に必要な機能

というものについては、商業施設と上滝駅を
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一緒にするというようなことも入っていたの

ですけれども、それは富山地方鉄道などの相

手があることなので、その２つ以外は、機能

としては盛り込んでいると考えております。  

有澤委員   計画では、まちの活力の向上ということをう

たっているわけですが、ぜひこれに資するよ

うな施設になってほしいと思うわけです。 

私は私なりに旧町村出身の議員として、市町

村合併を推進してきた一議員でございます。

現在、我々が合併して１５年たつわけですが、

地元へ行って何が一番つらいかというと、合

併しなければよかったという話をされるのが

一番つらいのです。私は合併を推進したほう

ですから、その都度、これこれこうだという

ことで、合併してよかったのだということは

申し上げてきたのですが、旧大山地域のこの

複合施設については、合併後、初めて大山地

域の方々が目にする建物だと思うのですよ。

合併後初めて  これまでトレッキングコース

とか、もちろんスキー場にも投資をされてき

たのですが、大山地域の住民の方々が合併後、

初めて目にするものだと、こう思うわけです

ね。  

そうなったときに、今私が申し上げたとおり

の言葉にならないような施設にしてほしい。
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地元の要望を１００％聞けとは申しません。

それは当然、市の財政なり、いろいろな形の

中で、限られた予算の範囲でおやりになると

いうことですが、その中ででも、やはりいい

ものを造ってほしいわけですよ。合併して１

５年、ああ、やっぱりよかったなと、そう思

われるような施設をぜひ造ってあげてほしい

なと、心の底からそう思うわけです。  

１５年前に「何が何でも合併せなあかん」と

言って旗を振った議員の一人でありますから、

ぜひそういうような形でもって進めていただ

きたいということで、部長から一言お願いし

ます。 

企画管理部長 午前中の分科会でも少し申し上げましたけれ

ども、今回の複合整備につきましては、計画

の策定段階からワークショップを開いて、地

元の皆さんの意見をお聞きしながら進めてい

こうということで、でも当然、財源にも限り

はありますし他地域とのバランスもあるので、

その範囲内で、できるだけ御意見を反映して

いきたいということを、私も第１回のワーク

ショップに出席をして、皆さんに申し上げて

きたところであります。そういったことも当

然、加味しながら進めていると思います。 

さらには、希望としては、これは本会議でも
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申し上げましたが、例えば国土交通省の庁舎

面積の算定基準ですとか、それから市の公民

館の設置基準ですとか、さらには市内の類似

施設ですとか、あるいは例えば大山地域の既

存施設の人員体制ですとかサービス量ですと

か稼働率ですとかそういったもの、さらには、

先ほど行政経営課長も申し上げましたけれど

も、つい先日、地元からも要望に来られまし

たので、それも改めて、可能な範囲内ででき

るだけ考慮した上で、今までるる申し上げた

ことを総合的に判断をして基本計画を策定し

たところであります。 

我々もこのリーディングプロジェクトは、こ

れからの複合化整備のモデルにしていきたい

と思っておりますので、住民の皆さんにはこ

れからしっかりと丁寧に説明しながら、しか

し、委員からも今おっしゃっていただきまし

たが、１００％希望を盛り込むことはなかな

か難しいとは思うのですけれども、限られた

財源の中で目いっぱい、我々もできるだけ反

映できるように、これからもしっかりと取り

組んでいきたいと思います。 

先ほど行政経営課長も言いましたけれども、

今の諸室の面積はあくまでもイメージという

ことでありますので、これから民間提案で具

体的に諸室の面積とか規模は決まっていくも
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のと思っておりますので、それに向けてしっ

かりと地元にも説明しながら進めていきたい

というふうに思っております。  

有澤委員   約束しましたよ。限られた時間と限られた財

源、その中で１２０％、しっかりと力を発揮

していただきたいと思います。  

赤星委員   委員会資料４ページなのですけれども、八尾

地域と細入地域です。 

こちらのほうも同じように住民の皆さんの御

意見と要望を十分反映したものにしていって

ほしいということは当然なのですけれども、

この中で、ワークショップですとか、大山地

域や大沢野地域でされたような、そういった

取組についての予定などをお聞かせいただけ

ますでしょうか。  

行政経営課長 八尾地域と細入地域も令和元年度にそれぞれ

４回ずつワークショップをやって、皆さんの

御意見を基に策定した地域別実行計画という

ことです。 

それこそ行政は、皆さんのワークショップの

の議論の中には入らずに、ファシリテーター

が住民の皆さんの意見をまとめていったもの

をこの地域別実行計画にしてきたということ
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ですので、住民の意見を基に市のほうで策定

した、そういう計画でございます。 

 細入地域、八尾地域では、それぞれ４回ずつ

ワークショップをやっております。 

赤星委員   ４回ずつワークショップをやって、今後もま

たそういうような機会というのはあるのでし

ょうか。 

行政経営課長 この地域別実行計画を策定しましたという説

明を多分４月の中下旬ぐらいに行っていくこ

とになるかと思います。 

その後は、これは大沢野地域や大山地域と違

いまして、リーディングプロジェクト  新し

い建物を建てるというものではありませんの

で、諸室の配置とか、そういうものについて

は、担当課がまず市の内部で協議した結果を

地元の関係者等と協議して、実際の設計をし

ていくことになるかと思います。  

赤星委員   委員会資料４ページの下のところに庁舎以外

の施設の更新とあるのですけれども、私も合

併直後、たしか仁歩ほたるの里農村公園とか

八尾化石資料館ですとか、現地の八尾の元町

議さんに案内していただいて見に行ったこと

があります。その日は利用者が全くおられな
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くて、利用率も低いのだろうなという感じが

したのですけれども、これらの施設の利用率

というのは分かりますでしょうか。 

行政経営課長 率ではないのですけれども、平成３０年度は、

仁歩ほたるの里農村公園へ７，５９５名の方

が訪れられたと  ただし、横に会議室などが

あるので、この数字が本当に蛍を見に来た人

だけの数字かということは、少し分からない

のですけれども、一応そういう数字になって

います。 

八尾化石資料館は１，２３７名です。  

赤星委員   分かりました。  

横野委員   今の庁舎以外の施設の方針について、確かに

利用率  私も元は八尾地域の人間なので、仁

歩ほたるの里農村公園にしてでも八尾化石資

料館にしてでも、今年みたいな暖冬は別とし

て、どうしても時期的に行けない地域があり

ます。そういった時期的な問題もあるので、

本当にこの施設がそこに必要なのかどうかと

いうことは、私も少し疑問に思っているので

す。  

 あるものをどこかへ移転して１つにまとめる

という意味では、健康福祉センターを中心に
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物を考えるというのは、八尾地域にとっては

いいことだというふうに思います。 

それからもう１つ、コストの試算のところで

大きな金額が出ていますから、そういったこ

とも考慮すると、これはこれでいけるのかな

と  実を言いますと、健康福祉総合センター

の福祉部門を八尾行政サービスセンターへ持

っていくという逆のパターンで、私に電話が

かかってきて、「あんな坂、上がれるのかよ」

という質問が来たものですから、それはおか

しいと。逆に、健康福祉ゾーンのほうは新し

いから、八尾行政サービスセンターをなくし

てこっちに行けばいいのでないかということ

を、相手に電話ではそういう伝え方をしてい

ました。今この資料を見て、確かにこの案で、

健康福祉ゾーンをうまく利用して、あそこを

１つの拠点にすべきだという考え方は非常に

いいと思いますので、その辺は地元がそれで

よしとするならば、その方向で行くべきだと

思います。 

委員長    ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 
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次に、企画管理部所管分で、議案及びただい

まの報告以外に何か質問はありませんか。 

赤星委員   先ほどお聞きしたかった中規模ホールに整備

予定の集団補聴システム、ヒアリングループ

という設備について、どういったものなのか、

御説明いただきたいと思います。  

文化国際課長 私どもの中規模ホールの要求水準の中に、難

聴者支援装置を適宜計画しまして受信機も１

５台程度計画するようにと定めておりまして、

民間事業者からは、そのシステムにつきまし

て、赤外線補聴システムで、受信機は１５台

というような形で提案が上がってきたところ

でございます。  

赤外線を飛ばして、受信機を経由して補聴器

に伝えるシステムという提案でございます。  

赤星委員   既存の公共施設でそのような装置があるとこ

ろとして、県のサンシップとやまがあります。

先日、見に行ってきたのですけれども、実は

あの建物ができたときから備えてあったとい

うことなのですが、なぜかほとんど使われて

いないということなのですね。  

そういう装置があることがあまり知られてい

ないのと、人によって、聴力によって全然効
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果のない人もいらっしゃるなどのことから使

われていないのではないかと思うのですが、

今度せっかく整備されるわけですので、多く

の方に使っていただいて、ああ、よかった、

音楽がよく聴こえたとか、演劇のせりふがよ

く聴こえたとか、そういう効果を出していた

だきたいのですけれども、そういった周知な

どについては、どのようにお考えでしょうか。  

文化国際課長 中規模ホールにつきましては、来年度、基本

設計、実施設計をしていきます。まず、どう

いった装置があるのか、もう一度事業者とも、

また利用される方の御意見も聞きながら決め

てまいりたい、設計していきたいと考えてお

ります。 

完成したときには、そういった装置がある施

設だということを周知するようなことで、利

用者にたくさん利用していただけるような施

設にしていきたいと考えております。  

赤星委員   ありがとうございます。 

同じく中規模ホールで出来上がったとき  国

立劇場ですとか、歌舞伎などのときに解説や、

大阪にある国立文楽劇場では、文楽について

解説の貸出しのイヤホンガイド、そういうも

のが常に備えてありまして貸出しをしている
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という状況です。  

そういったものの備付けも考えていただけれ

ばなと思うのですけれども、いかがでしょう

か。  

文化国際課長 貸出しのイヤホンガイドについて、要求水準

の中には、これは盛り込んでおりません。今

後、必要かどうか検討をしまして、ソフトと

して入れられるものか、また検討してまいり

たいと思います。  

企画管理部長 恐らくそれは、企画ごとに持ち込みでやって

いるものだと思います。オーバード・ホール

でも歌舞伎の公演のときにはイヤホンを配っ

ていましたので、それは多分企画ごとに可能

かと思います。  

村石委員   女性職員の登用について何点かお伺いします。

職員課では、現在の職員数で足りているとか

いないとか、あるいはどういう方が係長候補

とか課長候補なのかというようなことを、恐

らくヒアリングの中で聞いているとは思うの

ですが、女性職員の登用について何か聞いて

おられるのか、お聞かせください。 

職員課長   女性に限らず、所属職員の適性もしくは将来
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性といったものは所属長がしっかりと見極め

ております。 

その上で、年１回、全所属に対して私ども職

員課がヒアリングを実施して、仮に、具体的

な話ではないにしても、その方の適性等を所

属長から進言していただく機会を設けており

ます。 

それに加えて、部局のほうでも推薦いただく

ような仕組みを持っておりますので、堅実に、

勤勉に勤めてきた職員にあっては、その機会

を逃さず昇任するような仕組みを取っており

ます。 

村石委員   今ほど職員課長はそのようにおっしゃってい

て、実際そのようにやっておられると思いま

す。  

ただ、データを見てみると、同期で入っても、

男性職員は早く係長になったり、あるいは課

長になったりする、女性職員はそれよりも数

年遅いとか、そういう傾向があるという具合

に私は感じ取っているのですけれども、そう

いう傾向はあると認識しておられますか。 

職員課長   制度上は全くございません。男女の差はござ

いませんし、基本的には必要な時期に必要な

方が昇任するという仕組みになっております
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が、御本人の希望というものも当然あります。

職員に対しては自己申告書というもので、今

後のキャリア形成について本人の意思を聞く

機会を設けておりますが、家庭の事情等によ

ってその機会を望まない職員も現に存在して

おります。 

それをすべからく聞くわけにはいかないので

すけれども、できるだけ職務に専念できるよ

うな環境を整えるのも私どもの仕事だと思っ

ておりますので、仮に１回機会を逃したとし

ても、次回以降のチャンスを見過ごすことの

ないように、昇任のタイミングを常にチェッ

クしております。  

村石委員   私が質問したかったのは、結果として、同期

で入っても男性のほうが早く係長や課長にな

っていくと。結果としてですよ。職員課長が

言われるように、そういう差は一切つけてい

ないということなのですが、結果としてそう

いう傾向があるという認識はありますかとい

う質問なのです。  

職員課長   それはあくまでも感覚的な問題になってしま

いますので、発言は控えさせていただきたい

のですが、女性の登用率ということで、管理

職登用率が５０％を切っているという現実が
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あるとすれば、そうだということだと思いま

す。おっしゃるとおり、同等に昇任するとい

うことであれば、５０％の登用率になってい

くのだろうなと、限りなく５０％に近いとこ

ろに行くのだと思うのですが、そうではない

とすれば、そうだろうということかと思いま

す。  

村石委員   これ以上、今の件については質問しませんけ

れども、ただ、私が言いたいのは、１つは今

の現状が、今も委員会に出席している課長ク

ラスの人は女性が３人ですよね。本当に２

０％とすれば４人とか５人になるのですけれ

ども、たまたま３人。 

ただ、私が議員になったときに比べたら、ど

の委員会でも女性の方は多くなっています。

本当に女性の方は少なかったのです。そのこ

と自身は、私は進んできたという具合に評価

をします。 

ただ、役職に就けるとか就けないとかは、非

常にこれは本当に人を見る目というか、自分

自身、管理職の人が見ながら、ある程度意識

を持って任用していくということが必要だろ

うと私は思っているわけです。  

その点について、企画管理部長の御意見、見

解をお願いします。 
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企画管理部長 傾向を見れば、やはりそういうような傾向に

あるかもしれません。 

ですから、数年前から市長も、男性では思い

つかないような案が出てくるといったことで、

女性だけのタスクフォースを作って、女性の

活躍の場を与えるといいますか、そういった

こともやっていますし、女性のセミナー、研

修もやっています。 

恐らくこれから  男性と女性の人数の比率も

ありますが、ここ数年前から採用数の半分く

らいは女性になってきていますので、このま

ま徐々に女性の割合が増えていくと思います。

本会議でも申し上げましたが、係長まで入れ

ると、相当なパーセントになりますので、こ

れから恐らくどんどん女性の管理職が増えて

いくということが予想されます。  

とにかく組織力をいかに上げるか、それには

女性の発想とか、女性職員ならでは発想力も

入れながら組織力を高めていくということが

大事なのだろうと思っています。  

久保委員   少し関連してなのですが、私の妻などは  女

性だからという理由で管理職に上げていただ

くと、その後、当然管理する側がやりづらか

ったりとか、女性だからなれたのだろうとい

うふうなことで、決して私はいいとは思わな
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いのです。 

村石委員の言われた女性に配慮するような形

で数字を気にしてやるのではなくて、パイオ

ニアになっていただく女性には、力強く男性

を押しのけて上に上がっていっていただきた

いし、そういう思いのある方をしっかりと今

の管理職の皆さんが見極めて、道をつくって

あげるということが私は大事だと思っていま

す。  

決して数字にこだわることなく、本当になる

べき人が力強く課長ないし責任のある立場に

どんどん立っていっていただけるように、ど

うかお願いしたいと思いますが、部長からも

その旨の決意というか思いを。  

企画管理部長 今申し上げましたように、最終的には、やは

り組織力を高めるためにはどうしたらいいか

ということだろうと思います。これは男性で

あろうと女性であろうと、組織力を最大化す

るための組織体制を考えていくということが

一番なのだろうというふうに思います。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、総務文教委員会企画管理部所管分を

終了いたします。  
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午後  ２時４９分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ４時０９分  再開  

委員長    これより、総務文教委員会を再開いたします。 

学校保健課長 先ほどの分科会での赤星委員からの御質問に

お答えいたします。 

 まず、杉原小学校のシダックスですが、正規

社員が２名、パート３名で合計５名。東部小

学校のメフォスにつきましては、正規社員が

３名、パート３名の合計６名になっておりま

す。  

委員長    これより、教育委員会所管分の議案の審査を

行います。 

議案第２７号  富山市公民館条例の一部を改

正する条例制定の件 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

生涯学習課長 〔議案書及び議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

これより、議案第２７号の討論に入ります。  

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第２７号を採決いたします。  

本案件は、原案のとおり決することに御異議

はありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は、原案可決されました。 

以上で、教育委員会所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、 

富山市子ども読書活動推進計画（第四次）の

策定について、  

新型コロナウイルス感染症対策に係る対応に

ついて、 

順次、当局の報告を求めます。  
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図書館長   〔富山市子ども読書活動推進計画（第四次）

の策定について、  

委員会資料により説明〕 

教育総務課長 〔新型コロナウイルス感染症対策に係る対応

について、 

 委員会資料（追加提出分）により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

赤星委員   市立小・中学校の対応について、３月３日か

らの臨時休業で、希望するお子さん、低学年

のお子さんで昼間独りで過ごさなければなら

ない子どもは学校で受け入れるというふうに

されておりました。 

小学校に聞いてみましたら、早速相談が何件

かあって、３年生でもいいよとか、兄弟のい

る子でもいいですよというふうに学校ではそ

れぞれ柔軟に対応されたかと思いますが、こ

の臨時休業の間、それぞれ学校では何人ぐら

いの子どもを受入れたのでしょうか。  

学校教育課長 富山市では、危機的措置として、３月３日か

ら３月１３日までを臨時休業としました。 

危機的状況という観点から、各学校での児童
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の受入れは原則行わないということを保護者

にまずお伝えしたところです。  

しかしながら、例えば小学校の低学年で、日

中、独りで過ごさなければならないような状

況があった場合、この場合は保護者が学校に

相談する。学校としては、とりあえず、堅苦

しいラインではないのですけれども、午前８

時３０分から午後３時半頃あたりまで児童の

受入れを可といたしました。 

この時間帯で保護者の要望に応じて、例えば

午前中だけであるとか、午後であるとか、１

日であるとかという要望を受け入れて、市教

育委員会として把握している分は、３月３日

から３月１１日までの７日間ですが、小学校

で合計４４８名です。その割合は０．３２％

となっております。 

赤星委員   そのほか、多くのお子さんが学童保育に行っ

て過ごしておられたということです。どちら

にも行かなくて、本当におうちで過ごしてい

た子というのは、教育委員会として把握して

おられるでしょうか。 

学校教育課長 何人が自宅で独りで過ごしたということは把

握しておりませんが、各学校では電話連絡、

家庭訪問等で子どもたちの様子を観察したと
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ころです。 

この４４８名、０．３２％というのは、私た

ちが当初予測していた数よりもずっと低い数

字だと考えております。それだけ富山市の保

護者は、この危機的状況、危機的措置に本当

に協力していただいて、何らかの方法で、お

じいちゃんの家であるとか、おばあちゃんの

家であるとか、親戚の家であるとかというこ

とで対応していただいたと考えております。  

赤星委員   この休んだ間の分の勉強、授業が心配だとい

う声が保護者の方からも出ておりまして、今

後、補習授業などを行う予定というのはある

のでしょうか。  

学校教育課長 富山市では、３月１６日から学校を再開する

という形で、昼食持参の上、通常どおりの授

業を行うことを考えております。  

ただ、この２週間の期間、全く授業をしなか

ったわけですから、もちろん未履修の問題が

出てくるかと思います。その未履修の部分に

ついては、プリント学習であるとか、場合に

よっては次年度  持ち越す場合には次年度の

４月当初にそれを組み込むということを考え

ております。 

中学校３年生については、履修範囲は全て修
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了していると中学校からは聞いております。  

赤星委員   今回、学校を再開しまして、それでも給食は

なしということで、富山市の場合、規模が大

きくて  １日３万４，０００食ですか  なの

で、再開が難しいのかなと思うのですけれど

も、そういう理由でしょうか。  

学校保健課長 富山市の給食数は１日３万４，０００食とい

うことで、食材は一括購入をしております。

短期間で給食の食材を調達することができな

いということが１点あるのと、いつ感染者が

出るのか分からない状況にある中で、物資の

調達、製造ラインなどを再開をして、万が一

またストップということになると、再度、事

業者の方に多大な混乱と御迷惑をおかけする

ことになることから、富山市としては給食の

提供をしないという判断をしております。 

赤星委員   その中で、いろいろな納入業者や生産者の方

が収入減になっておられる状況をお聞きして

おります。 

牛乳、乳業メーカーの社長さんにお話を伺っ

たのですけれども、乳業メーカーとしては、

すぐに製造をストップできたからまだ減収に

なる分は何とか  減収は減収なのだけれども、
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それよりも県内産の牛乳を使っているので、

少しでも子どもたちに牛乳を飲んでほしいと。

給食に回らない分の県産生乳、牛乳は２０ト

ンのタンクローリーで茨城県とか群馬県の大

きな加工工場へ運んでいるそうです。  

生で飲む用の生乳からすると、加工用乳とし

て大変単価が落ちる、そういったこともあり

まして、せっかく県内で搾られた牛乳ですの

で、子どもたちにぜひ飲んでほしいと訴えて

おられました。  

そこで、給食は再開できなくても、何とか牛

乳だけでも子どもたちに提供することはでき

ないのでしょうか。 

学校保健課長 このたびの学校給食の中止と再開に当たって

は、いろいろと検討してきましたが、今回は

牛乳業者の方だけでなくて、パン、御飯の事

業者、精肉の方々、全ての業者の方からの納

入をストップしております。 

納入業者全体に今回負担を強いているような

状況になりましたが、そこで牛乳だけを特別

に学校給食として提供するということはでき

ないと、教育委員会としては考えております。  

赤星委員   残念ですけれども、何か方法がないかなと思

うのです。 
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先ほど就学援助の質問をしましたけれども、

給食がないことによって、子どもの昼食代で

保護者の皆さんの負担が増えているという問

題について、富山市としては何か支援策、国

からのものも含めて何か考えておられること

がありましたらお伺いしたいと思います。 

教育委員会事務局長 文部科学省からも一定の考え方が示されてい

るという状況でございまして、もし市として

そのような方向に動き出すということになれ

ば、しかるべき段階で議会にも御相談したい

というふうに思っています。 

村石委員   関連してお伺いします。 

先ほど学校教育課長は０．３２％の小学生が

学校で過ごしたということをおっしゃいまし

たけれども、そういう場合に、先生は、例え

ば担任する子どもを見ていたのか、あるいは

何学年か一緒になって、協力して見ていたの

かという関わり方の問題と、子どもたちはど

のように過ごしていたのか、お教えください。  

学校教育課長 児童が登校した際には、まずは健康観察を行

います。具合が悪い場合は体温をはかったり、

熱がある場合は保護者に迎えに来てもらった

りという措置を取ります。  
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学校にいる間、何をしていたのかというと、

１つの教室に集めるという対応は、今は望ま

しくないので、できるだけ少人数にして、グ

ループ活動を避けながら、読書であるとかプ

リント学習を進めました。  

学校の誰が担当したかということですが、基

本は担任ですが、担任は家庭訪問、電話連絡

等があります。ですから、チーム対応、チー

ム学校として、場合によっては教頭先生であ

るとか、校長先生であるとか、全ての人間を

使って子どもに対応しているところです。 

村石委員   今ほど、いわゆるチーム学校のスタッフで協

力し合いながらやったということなのですけ

れども、例えば富山県内にコロナウイルスの

感染者が出た場合に、再度また休校  休業と

も言うのですけれども  休校した場合には、

今までと同じような対応を取れるのか取れな

いのか、お考えをお聞かせください。  

学校教育課長 富山県内には、今日の段階では感染者は確認

されておりません。 

ただ、福井県福井市でも感染者が確認された

とおり、いつ確認されるか分からない状況で

す。場合によっては、議員御指摘のように、

再度、臨時休業という措置を取る場合もあり
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ますが、今回の対応を基にして、そのときそ

のときの状況を見て、また迅速に対応してい

きたいと考えています。 

久保委員   関連してなのですが、１つ、先ほど学校保健

課長が言われた、パンの業者も、ほかの業者

も止めているから牛乳だけ提供するわけには

いかないと、そういう考え方は、そもそも平

等の不平等というものであって、きちんとで

きることはやっていこうと。子どもたちが登

校してきて、牛乳があるほうがいいというこ

とであれば、別にパンの業者に遠慮して牛乳

を取らないと、そういう発想はもう止めてい

ただいて、できることをしっかりとやってい

っていただきたいと思います。  

今後、４月に学校が始まってからもこのよう

な状況が続く可能性は出てきます。流動的な

中で、そういうような発想から脱却をして、

本当に子どもにとって、また納入業者にとっ

て、しっかりと今後も安定した供給ができて

いけるように下支えをするという視点を持っ

て検討していただきたいと思いますが、改め

てその点についてお考えをお伺いします。 

学校保健課長 今後の状況がまだ全然分からない中ですので、

教育委員会として協議をしていきたいと思い
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ます。 

久保委員   お願いします。  

そうしましたら、読書活動について１点だけ

御提案というか、一緒に考えていきたいなと

思っていまして、というのは、私に妹がおり

まして、めいっこがいるのです。今、子ども

が読み聞かせを聞くのが大好きで、図書館に

行ってはたくさん絵本を借りてくると。 

他市の事例で、借りてきた絵本を通帳のよう

に名前をずっと記載していって、横に金額も

累計で出てくるというような取組があるそう

なのです。 

そういったもの、読書手帳になるのか、その

市では通帳のようなデザインになっていて、

要はただ手帳が  手帳がどういうものか分か

りませんけれども、累計をされていって金額

が積み上がっていくと。それが大変楽しみで、

行くたびにたくさん本を借りては、こんなに

たくさん絵本を読んだのだ、これぐらいの金

額を子どもたちに使ってあげられたのだとい

うふうに、大変評判がいいというような話が

ありました。 

今後、私も議員として、会派の皆さんとも協

力して検討していきたいと思っていますので、

この点について、教育委員会としても、でき
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る範囲の調査・研究をしていただきたいと思

います。せっかくですので、調査・研究に向

けて事務局長から一言お願いします。  

教育委員会事務局長 今ほど委員がおっしゃったのは、恐らく通帳

と呼んでいるものだと思います。  

目に見える形で、これだけ読んだのだという

ことで、確かに読書好きの子どもたちにとっ

ては励みになるものだと思いますので、今後

そのようなことがどのように続けていけるの

か、また勉強をさせていただきたいと思いま

す。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

次に、教育委員会所管分で、議案及びただい

まの報告以外に何か質問はありませんか。 

横野委員   いまだに雨漏りが直っていない学校があるの

です。原因が分からないとばかり言ってずっ

と逃げていて、結局職員室の前の廊下の天井

に、この換気扇の倍ほどの大きさのカビが生

えて、その状態がずっと続いているのです。  

これは、原因が分からないのではなくて、真

剣に原因を探そうという気がないのかという

ことですね。 



59

学校施設課での対応なのか、教育行政センタ

ーに言っても、なかなか、今は予算がないか

らとばかり言っているのです。子どもたちか

らすると、職員室の前の廊下で絶えず雨漏り

が見える姿というのは、富山市にはこれを直

すお金もないというイメージにもなるので、

やはりそういった点については早急な対応を

してほしいのです。 

先般、避難指示が出たときに古里小学校の体

育館に行くと、体育館が雨漏りしていました。

すぐに教育委員会に電話をして、どうなって

いるか見に来ていただきました。  

そういう状況の中で、雨漏りを直しましたと

いう報告は聞いたのですけれども、今言って

いる中学校などへは全然直しに来ないのです。

併せてもう１つ、蛍光灯などそういうものに

ついては、暗いのだけれども、もうこの品物

は作っていませんので、どこかの学校で使わ

なくなったときにそれを持ってきて充てます

と言って、学校施設課が逃げておられるのか

教育行政センターが逃げておられるのか分か

りませんが、実際、子どもたちが通る通路が

暗いのですよ。窓があまりないところなので

す。そういったところの蛍光灯ぐらいはすぐ

に直していただく  そんなお金もないのか、

こんな大きな予算を持っていて、それぐらい
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できないのかということを地元からも非常に

よく言われるので、そういった点、施設に対

してもう少し丁寧な扱いを、早く直すことを、

事務局長から、ひとつまた指示してください。  

実を言うと、この場では本当は言いたくなか

ったのです。雨漏りして３年以上たっている

のですよ。直さない、直せないのですよ。 

そのことを重々考えてもらわないと、これは

申し訳ないけれども、３年が４年、５年とな

るような問題ではないと思うので、その辺り、

検討をしていただきたいのです。  

教育委員会事務局長 蛍光灯を取り替える金もないのかとか言われ

ると、私も寂しい思いがありますので、具体

的な、ここがこうなのだという状況をまたし

っかり聞かせていただいた上で、必要な指示

をしてまいりたいと思っています。 

久保委員   先日、企画管理部所管分の補正予算を審査し

たときに、オーバード・ホールの２５周年事

業のための基金積立ての予算を承認しました。  

企画管理部では、オリジナルのミュージカル

を作って上演をしてというようなことを提案

されていたのですが、私のほうから企画管理

部に対して、市民に愛される、市民のシンボ

ルとなるような、オーバード・ホールの２５
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周年に向けて、各中学校でやっている合唱コ

ンクール、各学校の、例えば３年生でもいい

ですけれども、最優秀クラスを集めて、２５

周年事業として、オーバード・ホールで市の

合唱コンクールをしてみてはどうかというよ

うな提案をさせていただきました。 

そこで確認をしたいのですが、現状、富山市

内の中学校における合唱コンクールの状況に

ついてお伺いします。 

学校教育課長 富山市２６中学校のうちで、２４校が合唱コ

ンクールを実施しております。  

久保委員   私の母校は堀川中学校で、当時１２クラスあ

った学年でした。まず担任の目の色が変わっ

て、何としても学年で最優秀を取るのだとい

うことで、みんな必死になるのですね。特に、

最近、学校の報告を聞いていても、受賞の瞬

間の盛り上がっている様子なども写真などで

見せていただいて、子どもたちにとっては合

唱コンクールというのが大変楽しい学校行事

になっているのだろうと思います。 

今、市内の２６中学校中２４校ということで、

この提案を会派の控室でしたら、速星が地元

の議員が、「絶対堀川だけには負けん」とか、

やはりこういう話が出てくるわけですね。 



62

親御さんにしても、おじいちゃん、おばあち

ゃんにしても、オーバード・ホールに見に行

って、子どもたちが歌を歌っている、友達が

歌を歌っている、そういうことを通じてオー

バード・ホールの２５周年事業  この企画を

ぜひ実現できるように、企画管理部と何かし

らの検討をしていただきたいと思いますが、

教育委員会としての考え方をお伺いします。  

学校教育課長 優秀な成績を修めた子どもたちというか学級

が、オーバード・ホールのようなすてきな舞

台で歌を披露するというのは、効果としては

自己有用感が高まるとか、Ａ中学校とＢ中学

校との交流が深まるとか、１つの学校におい

ても、最優秀賞を取ればオーバード・ホール

に出場できるというような競い合いというの

が生まれてくるので大変効果的かと思います。  

一方で、デメリットとして、全ての学校に合

唱コンクールがあって、全ての学校で最優秀

学級が成立するのであれば、それは公平性が

保たれるのですが、今、２校ではやっており

ません。それは人数が少ないからということ

と、単級で、小規模校であるということから

なのですが、また、貸切りバスでの移動とい

うことで予算面でも課題があります。  

富山市教育委員会では、毎年１０月末にオー
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バード・ホールを使って富山市中文祭という

ものを行っております。ここでは、１年に１

３の学校がステージで歌を披露することがで

きます。つまり、２年に１回、オーバード・

ホールのステージに立って  ある学校からは

最優秀賞の学級が出ますし、ある学校からは

３年生が出ますし、ある学校からは合唱部が

出場します。このような機会を継続して行っ

てきていることから、先ほどのメリットの一

部は生かせるのではないかと思います。 

ただ、委員御指摘のように、もし他部局から

このような依頼とか提案があったら、また検

討させていただきたいと思っております。 

久保委員   事務局長にお伺いします。 

たくさん乗り越えるべき障壁、ハードルがあ

ると思いますし、この後、各学校の中のこと

ですとかスケジュールのこととか、いろいろ

なものが成立しないと、これが開催できると

は思えませんが、ぜひ内部で実現する方法を

積極的に検討して、しっかりと部局横断で一

度検討していただくと。 

その結果ができないということであれば、そ

れは仕方がないと思いますので、この提案を

ぜひとも教育委員会として真摯に受け止めて

いただいて、協議をしていただきたいと思い
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ますが、事務局長の御見解を改めてお伺いし

ます。 

教育委員会事務局長 合唱コンクールありきではなくて、合唱コン

クールを行うことによって、子どもたちがど

う育つかという観点から、他部局との連携と

いうことも含めてしっかり勉強させていただ

きたいと思っています。 

舎川委員   今日は堀沢所長も来ておられますから、安田

城跡のことで二、三点お聞きしたいなと思っ

ております。 

安田城跡歴史の広場再整備事業については、

先ほどの分科会で説明があったのですけれど

も、また別の視点から。 

文化財保護行政というのは、私も大変興味を

持って見ておりますけれども、保存と活用と

いうのは非常に重要なキーワードで、富山市

の教育大綱にも文化財の保存というのはしっ

かり出ております。 

保存、管理は、文化財の本質的な価値を尊重

して、法令として厳格にやっていかないとい

けないという一方で、活用については、学校

教育などといろいろ関連してやっていっては

どうかなと、学校教育とか社会教育に展開し

ていくことはすごく重要だというふうに思っ
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ております。 

現在、安田城跡で学校教育と連動して、子ど

もたちに歴史やその地域の文化ということを

教える、そういうような取組というのはある

かどうか、お聞かせいただきたいと思います。  

埋蔵文化財 今、委員御質問の件でございますけれども、 

センター所長 安田城跡につきましては、夏休みの時期に小

学校の４年生から６年生の子どもを募集しま

して、夏休み期間中に安田城に集まっていた

だいております。現地では、小学校の先生に

講師をお願いをして、フィールドワークをし

て現地を見ていただいて、その後にレポート

を作っていただくという行事を、少し今うろ

覚えなのですけれども、多分今年で５年目ぐ

らい  ５年前からそういった事業をしており

ます。 

必ずしも地元の子どもたちだけではないもの

ですから、子どもたちに現地に来ていただい

て、今おっしゃったような安田城の価値です

とか、イメージや雰囲気というものを知って

いただくといった事業は進めてはおります。  

舎川委員   昭和５６年でしたか、婦中町のときに国の史

跡として指定されていたかなというふうに…

…。すみません、私も少しうろ覚えです。 
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今回の議案説明資料には、開場から２６年経

過してとありますけれども、来年、国の史跡

に指定されて、ちょうど４０年を迎えるのか

なと思いますけれども、いかがでしょうか。  

埋蔵文化財 今の御質問ですけれども、委員おっしゃると 

センター所長 おり、令和３年度に史跡指定から４０周年を

迎えます。 

舎川委員   国の史跡でもありますし、富山市としてもぜ

ひ来年、何か教育と絡めて、地域の歴史教育

という面でも  それこそシビックプライドで、

将来その子が富山はこういうところなのだと

いうことをアピールしていくときにはすごく

重要かなと思いますので、来年、何か考えて

いただけないかということについては、いか

がでしょうか。やってはどうかと思いますけ

れども。 

埋蔵文化財 令和３年度はそういった節目の年を迎える年 

センター所長 でございますけれども  この場でどうお答え

していいのかは分かりませんが、節目という

ことでもありますので、そういったことも考

えていく必要性はあるかと思います。  

ただ、先ほどの分科会で申し上げましたよう

に広場の再整備が、順調にいけば工事に取り
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かかっていく時期になるものですから、そう

いった工事をしている中で危険が生じるなど、

工事とイベントが並行する可能性があるもの

ですから、少し安全性も確保しながら、また

少し検討はさせていただきたいと思います。  

舎川委員   安田城跡の中に、うちの会派の大先輩の議員

が整備された看板もあります。それは今回の

再整備計画には入っていないと思うので  も

しかしたらいつか文化財に指定されるかもし

れないので、そこも大切にしてあげてほしい

なというふうに思います。  

村石委員   先ほどの分科会で聞けばよかったのですけれ

ども、学校司書の配置についてお伺いします。  

私の記憶では、なかなか欠員が埋まらない状

況が続いているのかなという具合に思います。  

今現在の司書の人数、そしてまた、４月１日

以降の任用を希望すると答えた人が何人、ま

た新たに募集したことによって、学校司書と

して新たに配置される人もいると思うのです

が、どのような人数になっているのかお聞か

せください。 

学校教育課長 現在の動向ということで、現時点では３名の

欠員となっております。５４名のところ５１
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名というところです。 

令和２年３月末の退職者は５名おります。４

月の新規採用においては、６名を予定してお

ります。 

現段階における４月１日時点では、今のとこ

ろ２名の欠員となる見込みです。  

村石委員   今ほど、新規に６名任用する予定でも、４月

１日では２名の欠員になるということをおっ

しゃいましたけれども、やはりこの２名につ

いては、できるだけ早く  なぜかというと、

年度の初めというのは、学校司書にとっては

多くの仕事がある期間なのです。  

そういう意味では、欠員２名について早急に

採用する努力をすべきだと思うのですが、い

かがでしょうか。  

学校教育課長 委員御指摘のとおり、４月は学校が変わると

きなので業務も増えてきております。その中

で２名欠員というのは、学校にも本当に御迷

惑をおかけしているところですが、引き続き

ハローワークで募集、場合によっては市の広

報での募集ということを考えております。 

村石委員   今言われたように、市の広報も使うことも必

要ですし、あるいは、何年間か学校司書とし
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て、以前に勤めておられて一旦退職している、

そういうような方が分かれば、再度お願いし

てみる。 

なぜかというと、その方が勤めていたときに

は期末手当がありませんでした。今年４月以

降は期末手当が支給されるということになっ

たので、ぜひまた考えていただけないですか

と聞くことも必要だと思うのですが、いかが

でしょうか。 

学校教育課長 待遇面についても考えながら増やしていきた

いと思っております。 

赤星委員   小・中学校の生徒の名簿について伺いたいと

思います。 

今、男女分けの名簿ではなくて男女混合名簿

を採用するところが増えていると聞いており

まして、県内でいいますと  県から資料を頂

きました  平成３０年度で小学校９９．５％、

中学校は３９．５％となっているそうです。  

富山市内の小学校と中学校では、名簿はどの

ようになっているでしょうか。  

学校教育課長 今年度ですが、小学校では６５校全てにおい

て男女混合名簿を使っております。中学校で

は３校が男女混合名簿、２３校が男女別名簿
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を使用しております。 

赤星委員   中学校がまだ男女別名簿の使用が多いという

ことですけれども、習慣として男子が先、女

子が後というふうになっていると思うのです

ね。これが、何事も男性が優先で女子は後回

しというようなジェンダーの刷込みにつなが

るのではないかという指摘の声も上がってお

ります。 

やはり富山市の中学校でも、積極的に男女混

合名簿を採用していくべきではないかと思う

のですが、いかがでしょうか。  

学校教育課長 確かに小学校に比べると、中学校では混合名

簿の使用率が非常に低いところもあるのです

が、中学校は、授業によっては男子だけで行

う授業、女子だけで行う授業があります。そ

れは教科の特性もありまして、そのほうが効

果的という考えで  保健体育の授業ですが、

その際には、出席簿の扱いもありまして、男

女別の名簿を作らざるを得ません。 

男子が上とか女子が上というよりも、男子の

名簿、女子の名簿という扱いを中学校ではし

ております。 

赤星委員   ジェンダー平等という観点から、先日、富山
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県議会で火爪議員が質問したときの県教委の

答弁なのですけれども、男女混合名簿の採用

や制服については、これは学校を取り巻く社

会環境や時代の変化、そして生徒の実情等を

十分に考慮いたしまして、必要に応じて見直

しを検討していくことが望ましいと考えてお

りますと回答しておられました。さらに県教

委としては、今後とも各学校長に対しまして、

性的マイノリティーの子どもへの配慮を含め、

ＳＤＧｓの目標となっておりますジェンダー

平等の理解が深まるよう指導助言してまいり

たいと思っておりますと答弁されております。  

富山市もこういった考え方において  男女別

の名簿が必要なときはあります。それはその

ときにその名簿を使ったらいいので、基本的

には混合名簿に変えていくべきではないでし

ょうか。 

学校教育課長 小学校も中学校もそうなのですけれども、男

女混合名簿も使いながら、男女別の名簿、例

えば小学校でも、混合名簿と申し上げました

が、健康診断の際には男女別の名簿を作成し

なければいけないので、そのようにして  男

尊女卑というか、そういう考えでは全くなく

て、臨機応変、ケース・バイ・ケースで使っ

ていきたいと考えております。  
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赤星委員   よく小学校の発表などで、「僕たち、私たち

は」と呼びかけしますよね。あれも「僕たち」

が先で「私たち」が後で、あれっと思って、

それはどこでも今はそうなのでしょうか。 

学校教育課長 全ての学校を調べたわけではないのですけれ

ども、一般的に「僕たち、私たち」で呼びか

けが始まるということではありません。 

それから、授業においては、男子も女子も教

員は「何々さん」と呼ぶのが今は一般的です。  

赤星委員   先日、本会議で制服の問題を質問しました。

その中で、体操服について、小学校などで男

女別で色が分けられている、そういうところ

もあるのでしょうか。 

学校教育課長 全ての学校の情報を把握したわけではありま

せんが、私たちが学校訪問をした際の保健体

育であるとか体育の授業の際には、男子も女

子も、半袖だろうが長袖だろうが、同じ体操

服を着用しております。 

赤星委員   ＳＤＧｓの目標の１つでもありますジェンダ

ー平等を学校の現場でも進めていっていただ

きたいと思います。 
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村石委員   学校教育課長には、あと１項目だけ質問させ

てください。 

実は私も知らなかったのですが、文部科学省

のほうから「小学生のための放射線副読本」

というものが発行されていて、それを小学校

の子どもたちに配るように言われているとい

うことを情報で知ったのですけれども、富山

市教育委員会としては、この「小学生のため

の放射線副読本」については、どのように取

り扱っておられるのでしょうか。  

学校教育課長 こ の「小学生のための放射線副読本」とか

「中学生・高校生のための放射線副読本」と

いうのは、副読本という形なので、必ず使う

べきものではありません。各学校の実情に応

じて使用するというふうに考えております。  

村石委員   各学校で使うということをおっしゃったので

すけれども、子どもたちに配付をしているの

かどうかということについてはどうでしょう

か。  

学校教育課長 配付をしております。 

村石委員   そうしたら、学校教育課長のほうでは、どの

ように使われているかまでは、教育委員会と
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しては把握されていないということでよろし

いのでしょうか。  

学校教育課長 副読本に関しては１学期に調査がありますの

で、その調査の中で、小学校の６５校中２７

校、それから中学校では２６校中８校が、授

業であるとか、学級活動の時間であるとか、

帰りの会であるとかというところで使用した

と報告を受けております。  

どのように使っているかということで、全て

に調査をかけたわけではないのですけれども、

幾つかの使った学校の回答では、道徳の時間

で、原子力発電所の事故による風評被害、い

じめ、差別についての学習  この本の中には、

福島県のサッカーチームの子どもが他県の子

どもと試合をしたと。そのときに、福島県の

子から投げられたボールを相手チームが、

「おまえら放射能だろう」と。「帰れ」とか

「触るな」みたいな、ちょっと文面は忘れた

のですけれども、そのような差別的な用語を

使ったと。それで福島県の子が大変傷ついた

と。それらを使って、風評被害、いじめ、そ

のようなことをしてはいけないというような

ことで使っているということ。  

もう１つは、災害に遭ったときの対応という

ものが書かれておりました。 
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私が問い合わせた学校では、この２つのどち

らかで使っているということを聞いておりま

す。  

村石委員   最後にしますけれども、この内容については、

例えば、農林水産省や環境省の内容と違うと

ころがあったりするというような批判もある

ということは認識しておられるのでしょうか。  

学校教育課長 その部分についてはいろいろな  私も読ませ

ていただきましたが、放射能漏れを軽んじて

いるような受け止め方もしかねないなという

ような表現が一部にはありますが、全体を読

み通した中では、やはりそれが趣旨ではなく

て、風評被害やいじめ、小学生や中学生の子

どもたちの人間関係であるとか防災というと

ころを中心に、今の富山市の小・中学校では

利用していると認識しております。 

赤星委員   中学校を卒業した後の進路についてなのです

けれども、高校への進学率は今何％か、それ

から、中学校を卒業して就職する人はどのぐ

らいいるのか、お答えいただけますでしょう

か。  

学校教育課長 これは私たちが作った資料ではないのですけ
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れども、富山県教育委員会の県立学校課が出

しております進路の調査結果によると、現在、

高校進学率は９９．２％です。一方、３月に

卒業する生徒の就職者数は２０名で、その就

職率は０．２％となっております。 

赤星委員   ほとんどの方が高校進学という状況ですね。 

ところで、ちょっと調べ物をしていましたら、

１９９９年の９月に  当時は文部省ですね  

文部大臣の諮問機関である中央教育審議会は、

高校入試の合否判定に当たり、合格には一定

の成績や適性が必要とする適格者主義の考え

方を撤廃する方針を固めたと。当時で進学率

が９７％に達する中、高校を事実上全ての国

民が学べる機関と捉え、学ぶ意欲があれば高

校に入学できるように都道府県教育委員会や

高校に徹底する方向と、こういう報道、記事

が出てまいりました。 

この方針というのは、その後どうなったのか。

また、この方針に沿って、富山市教育委員会

としてどのような取組をなさっているのか、

教えてください。  

学校教育課長 高校の合格不合格を含めて、高校入試を所管

しているのは富山県教育委員会の県立学校課

であります。 
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ですから、委員のお話に対して、富山市教育

委員会としてはお答えしかねるというところ

です。 

ただ、富山市の中学校の現場としては、子ど

もたちには高校進学というものが１つありま

す。それから、専門学校への進学というもの

もあります。もちろん就職だって、決して悪

いことではなくて、１つの進路としては大事

なことと考えています。 

それぞれ一人一人の思いや適性を大事にして、

中学校現場では一人一人に合った進路指導と

いうことを心がけています。 

村石委員   大項目で最後にします。 

生涯学習課にお聞きしますけれども、各地区

センターには公民館が併設されています。そ

の公民館には公民館主事という人が配置され

ています。富山地域では、今年４月からは勤

務時間も少し長くなるということです。 

私が教えてもらったところでは、公民館主事

は、市民課の仕事をする併任辞令をもらって

いると。それだけではなくて、おでかけ定期

券  活力都市創造部の所管事務になると思う

のですけれども  それも窓口で手続すること

もあるということが分かりました。 

それで、実態なのですけれども、私が思うに
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は、まず正規職員の窓口職員が配置されてい

ます。それから、地区センターの所長もそう

いう仕事ができるということになっています。

したがって、公民館主事については、専任の

窓口の職員が休む、地区センターの所長も休

む、だけれども、住民の人が戸籍のこととか、

中には離婚届もありますし、そういうことを

受け付けなければいけない。窓口は開いてい

ますからね。 

そういうようなことで、最後に公民館主事の

人が対応しているのではないかと思うのです

けれども、実態としてはまだいろいろあると

思うのですが、どのように把握しておられる

でしょうか。 

生涯学習課長 各館の状態とか、その人員によって違うと思

うのです。やはり海岸部から市街地もあり、

山間地もありまして、例えばすごく込み入っ

た時期、年度末などにおきましては窓口が混

んでいますので、職員がかかりっきりになる、

例えば電話中であれば公民館主事が率先して

窓口に出る場合もあるかと思います。また、

自治振興会との打合せで館長が不在の場合は、

その場に応じた形で誰かが対応することとな

っております。  

委員からのお話にありましたように、確かに
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公民館主事には市長部局の併任辞令が出てお

ります。館として考えた場合、公民館と地区

センターが、二枚看板ですけれども同じスタ

ッフでやっておりますので、市民サービスが

しっかり行えるように、そういったような形

で、総ぐるみの職員で対応するような形にな

っております。  

村石委員   課長の言われていることは、概ねそのような

形だと思うのですけれども、ただ、窓口の職

員やセンター長がいる場合は、そちらが主に

やって、どうしても混んでくれば、公民館主

事も仕事を手伝うというようなことも当然あ

ると思うのです。  

市民課の仕事をしても手当は支給しないと、

併任辞令にはこう書いてあるのですね。 

これはまれにしかないケースだと思うのです

けれども、例えば窓口職員も事情があってい

ない、センターの所長もいない、午後５時１

５分まで窓口を開けておかなければいけない。

だけど、公民館主事の勤務時間があるのです

よね。それを超えて、いわゆる時間外勤務を

して、窓口に誰も来なくてもいなければいけ

ないケースもあるのです。  

こういった場合は、辞令どおりにいくと手当

が払えないようなことになるのですけれども、
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臨機応変に手当を払っているのかどうか、お

教えください。  

生涯学習課長 例えば、貸し館の受付とか公民館事務での対

応時間は超過勤務手当の対象としております。

無給ではございません。お支払いしておりま

す。  

赤星委員   公民館の件で、先ほど質問しかけた問題です

けれども、最後の耐震性が足りない船峅公民

館の改築の見通しと、その先はどうなってい

くのか。例えば、人口比で極端に床面積が少

ないところですとか老朽化度を見て、どのよ

うに改築に取り組んでいくのか、伺いたいと

思います。 

生涯学習課長 船峅公民館につきましては、令和元年度に実

施設計まで終えております。実施設計を終え

ている館というのは、船峅公民館だけでござ

います。 

あとは、何年度の予算に盛り込むことができ

るかにつきましては、その年度の議会にお諮

り申し上げて、相談申し上げて決まっていく

ことというふうに認識しております。  

その他の公民館につきましては、今後どのよ

うに整理していくか、複合化の方向ですとか
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公共施設マネジメントプランですか、いろい

ろなプランがありますので、そういったもの

を総合的に勘案しながら、これから整理して

まいりたいというふうに考えております。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、教育委員会所管分を終了いたします。  

午後  ５時０６分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ５時３５分  再開  

委員長    これより、総務文教委員会財務部及び出納課

所管分に入ります。 

富山市市税条例の一部改正（案）について、  

富山市地方活力向上地域における固定資産税

の課税免除及び不均一課税に関する条例の一

部改正（案）について、 

以上２件を一括して、順次、当局から報告を

求めます。 

納税課長   〔富山市市税条例の一部改正（案）について、 

委員会資料により説明〕 

資産税課長  〔富山市地方活力向上地域における固定資産
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税の課税免除及び不均一課税に関する条例の

一部改正（案）について、  

委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

赤星委員   委員会資料１ページの富山市市税条例の一部

改正についてですけれども、固定資産で、こ

の持ち主、登録されている方が死亡している

場合、そのままになっているものがいっぱい

あると思うのですね。相続するときに結構な

費用とか手間がかかるのでそのままにしてい

る場合が多いと思うのですけれども、改正に

伴って、手続の簡素化ですとか負担の軽減で

すとか、同時に何か行われる措置というのは

あるのでしょうか。 

資産税課長  負担軽減とか事務、要するに相続手続という

ことについては特に把握しておりませんが、

固定資産税につきましては、今ここにありま

すように、相続登記されなくても、この届け

を出していただくことで課税のほうはさせて

もらうということになっておりまして、相続

の手続については把握しておりません。 
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赤星委員   ４月１日施行期日となっておりますが、猶予

期間というのは設けられているのでしょうか。  

資産税課長  ４月１日以降に死亡を  自分が相続しなけれ

ばいけないということを知った人がこちらの

条例に該当してくるということになりますの

で、猶予といいますか、４月１日以前の人は、

厳密に言うとこちらに該当してこないことに

なりますが、４月１日以降は一応形上そうい

うことでお願いすると。 

ただ、以前からも、そういう方には現所有者

届というものを依頼しておりますので、事務

的には同じようなことになってきます。ただ、

４月１日以降のこちらからお送りする依頼文

書等には、義務になりましたよということを

お知らせするということになるかと思います。  

委員長    ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

次に、財務部及び出納課所管分で、ただいま

の報告以外に何か質問はありませんか。 

村石委員   大項目で１点だけ。  
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市民税課長にお伺いしますけれども、確定申

告が１か月間、先に延びてしまったことにつ

いて、どういった影響があるのかということ

をお聞きしたいのですけれども、１つには３

月１７日までの相談件数は、どうだったので

しょうか。例年と比べて多かったとか少なか

ったとか、大体でいいです、数字までなくて

も。  

市民税課長  今年度の確定申告の受付件数につきましては、

昨年に比べると概ね９割程度ということでご

ざいまして、やはりコロナウイルスの影響も

あって、少し来られる方は少なかったかなと

思っております。  

村石委員   今ほど、９割ぐらいが３月１７日までに来ら

れたということで、あと１割の方が、例えば

仮定ですけれども、来月の１６日までの間に

来られる可能性があるということで、職員を

配置しなければいけない。それは人数は減る

かもしれませんけれども、そうなると、通常

の職員の業務に影響があるというようなこと

はないのでしょうか。 

市民税課長  新聞にも出ておりましたけれども、確定申告

が４月１６日まで延びるということでござい
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ます。市町村では概ね  総務省のほうからは

適切に運用してほしいという通知もあったの

ですけれども、市町村では、申告時期を延長

してまでということは事務上なかなか難しい

ものですから、確定申告については税務署に

お願いをいたしまして、市民税申告というも

のにつきましては随時受付するということで、

これは今年に限ったことではなくて、例年そ

ういった取扱いでやっております。そのよう

なことから、特に職員が負担になるというこ

とは、今のところ想定しておりません。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、総務文教委員会財務部及び出納課所

管分を終了いたします。 

これで、３月定例会の当委員会に付託されま

した全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和２年３月定例会の総務文
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教委員会を閉会いたします。 
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